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剰 余 金 処 分 案
（第61年度） （単位：円）

種　類 積立目的 積立目標額 積立基準 取崩基準 当期末残高

施 設 整 備
積 立 金

施設の取得およ
び既存施設の改
修・整備に要す
る費用を確保す
る。

1,000,000,000 剰余金から
積み立てる

その目的たる事実が
発生した場合に、相
当額を取り崩す。

855,572,670

営 農 振 興
積 立 金

地域営農振興に
係る費用の一部
を確保する。

出資総額の 
２倍まで

剰余金から
積み立てる

地域営農に係る不測
の事態や、営農振興
に係る多額の支出を
要する場合に、相当
額を取り崩す。

441,702,730

経営安定化
対策積立金

組合経営に大き
な影響を及ぼす
臨時的な損失も
しくは支出の発
生時に対応する
ため確保する。

3,000,000,000 剰余金から
積み立てる

組合経営に大きな影
響を及ぼす臨時的な
損失もしくは支出の
発生時に、相当額を
取り崩す。

760,546,457

（単位：円）【別表】

科　　　　　目 金　　　　　　　　額

１．当 期 未 処 分 剰 余 金 430,801,098

２．剰 余 金 処 分 額 227,687,386

（１）任 意 積 立 金 200,000,000

営 農 振 興 積 立 金 （　　　10,000,000）

経営安定化対策積立金 （　　　190,000,000）

（２）出 資 配 当 金 27,687,386

３．次 期 繰 越 剰 余 金 203,113,712

（注）１．出資配当金の割合は年1.0％とする。
２．任意積立金
　　営農振興積立金に、10,000,000円、目標額は出資総額の２倍までとする。
　　経営安定化対策積立金に、190,000,000円、目標額は30億円とする。
３�．任意積立金における目的積立金の種類及び積立目的、積立目標額、積立基準、
取崩基準等は別表のとおり。

 

謄 本 
独立監査人の監査報告書 

令和８年５月 28日 

周桑農業協同組合 

  理事会 御中 

 

み の り 監 査 法 人 

東 京 都 港 区 

指 定 社 員 
公認会計士 田 中 英 司  

業務執行社員 

指 定 社 員 
公認会計士 三 井 孝 晃  

業務執行社員 

 

＜計算書類等監査＞ 

監査意見 

当監査法人は、農業協同組合法第 37 条の２第３項の規定に基づき、周桑農業協同組

合の令和７年４月１日から令和８年３月 31 日までの第 61 年度の剰余金処分案を除く

計算書類等、すなわち貸借対照表、損益計算書及び注記表並びにその附属明細書（以下、

これらの監査の対象書類を「計算書類等」という。）について監査を行った。 

当監査法人は、上記の計算書類等が、農業協同組合法及び同施行規則並びに我が国に

おいて一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該計算書類等に係る期間

の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 

監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監

査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監

査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定

に従って、組合から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た

している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと

判断している。 

 

その他の記載内容 

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書、部門別損益計算書並びに事業別

の明細である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、

監事の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の

執行を監視することにある。 

当監査法人の計算書類等の監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、

当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 




